
令和 8 年度 福岡市食品衛生監視指導計画(案)に対する 
意見募集の実施結果について 

 

食品衛生法の規定により、都道府県等は食品衛生監視指導計画の策定にあたって、その趣旨、内容その

他の必要な事項を公表し、広く住民の意見を求めることとなっています。  

そこで、令和８年度福岡市食品衛生監視指導計画(案)に対する意見募集を下記のとおり実施しました。 

 

１ 意見募集期間 

令和 8 年 2 月 13 日（金） から 令和 8 年 3 月 13 日（金）まで 

 

２ 案の閲覧・配布場所等 

・市ホームページ 

・各区衛生課 

・情報プラザ(本庁舎１階) 

・食品安全推進課(あいれふ 10 階) 

  

３ 意見の提出方法 

  郵送、電子メール又は FAX 

 

４ 意見の提出状況 

  意見提出者数：１名、意見の件数：１件 

 

５ 意見の概要及び本市の考え方 

番号 意見の概要 本市の考え方 

1 貴市の計画案ではアニサキス食中毒等を

扱っていますが、患者数ではヒスタミン中毒

の方が圧倒しているはずです。 

一日も早く科学的実証を行い、計画に乗

せ、この中毒が起こらないような手筈（解凍

時に長い時間をかけない等）を整えてくだ

さい。 

福岡市だけの問題ではないので、県下全

域或いは全国に広く情報共有ください。 

計画案には明記しておりませんでしたが、福岡

市ではすでに、ヒスタミン食中毒対策として、市

内で販売されている弁当、魚介類等について、

ヒスタミンの収去検査を実施し、事業者への監

視指導に活用しています。 

ご意見を踏まえ、【別表４】の検査項目「その他

の規格等」の例示として、ヒスタミン等を追記

し、ヒスタミンの検査実施を明確にしました。 

あわせて、【別紙３】にヒスタミンの用語説明を

追記しました。 

なお、情報発信については、福岡市のホームペ

ージにおいて、ヒスタミン食中毒に関する情報

提供を行っています。 

また、内閣府食品安全委員会においては、国内

外の関係機関におけるヒスタミンの研究結果等

についても国民への情報提供がなされていま

す。 

 


